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【手続補正書】
【提出日】平成21年10月7日(2009.10.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板を処理するための装置において、
　メタルフリー燒結固体炭化ケイ素材料で製造された１つ以上の構成部分を含む処理キッ
ト、
を備える装置。
【請求項２】
　上記処理キットの上記構成部分は、基板支持体、予熱リング、リフトピン及び基板支持
ピンのうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　上記処理キットの上記構成部分は、予熱リングを含む、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　チャンバ本体を更に備え、
　上記処理キットは、上記チャンバ本体に配設される少なくとも基板支持体を備え、上記
基板支持体は、メタルフリー燒結固体炭化ケイ素で製造される、請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　リアクタは、堆積処理、エッチング処理、プラズマ堆積及び／又はエッチング処理、及
び熱処理のうちの少なくとも１つを行うように適応される、請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　リアクタは、化学気相堆積処理、急速加熱処理、又はエピタキシャルシリコン堆積処理
のうちの少なくとも１つを行うように適応される、請求項４に記載の装置。
【請求項７】
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　上記基板支持体は、更に、そこに置かれる基板の表面上に所定の温度分布を達成するよ
うに機械加工された凹状上方表面を備える、請求項４に記載の装置。
【請求項８】
　上記凹状上方表面は、上記凹状上方表面の中央領域に第１の粗さを、及び上記凹状上方
表面の周辺領域に第２の粗さを有する、請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　上記第１の粗さは、約０．２μｍから８μｍであり、上記第２の粗さは、約８μｍから
２０μｍである、請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　上記基板支持体は、更に、そこに置かれる基板の周辺縁部に接触するように適応された
基板座面を備える、請求項４に記載の装置。
【請求項１１】
　上記基板支持体は、更に、複数の基板リフトピンを収容するように適応された複数の開
口を備え、上記複数の開口のリフトピン係合表面は、約０．２μｍから５μｍの粗さまで
研磨される、請求項４に記載の装置。
【請求項１２】
　メタルフリー燒結固体炭化ケイ素で製造された複数のリフトピンを更に備える、請求項
４に記載の装置。
【請求項１３】
　上記リフトピンの基板係合表面は、約０．２μｍから５μｍの粗さまで研磨される、請
求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　上記基板支持体は、複数の基板支持ピンによって支持され、上記複数の基板支持ピンの
うちの少なくとも１つは、メタルフリー燒結固体炭化ケイ素で製造される、請求項４に記
載の装置。
【請求項１５】
　上記チャンバ本体に配設され上記基板支持体を取り囲むガス予熱リングを更に備え、上
記ガス予熱リングはメタルフリー燒結固体炭化ケイ素で製造される、請求項４に記載の装
置。
【請求項１６】
　上記基板支持体は、更に、そこを通して形成され基板支持領域に配設された１つ以上の
開口を備える、請求項４に記載の装置。
【請求項１７】
　上記開口は、上記基板支持体に半径方向に配置される、請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　上記開口は、上記基板支持体の表面に亘って約５パーセントから１５パーセントのパー
セント開口領域を与える、請求項１６に記載の装置。
【請求項１９】
　上記基板支持体は、所定の厚み変化プロフィールを有する、請求項４に記載の装置。
【請求項２０】
　上記基板支持体の上方表面と上記基板支持体上に置かれるときの基板の裏側に対応する
位置との間に画成されるギャップを更に備える、請求項４に記載の装置。
【請求項２１】
　上記ギャップは、所定の変化プロフィールを有する、請求項２０に記載の装置。
【請求項２２】
　上記ギャップの上記プロフィールは、約０．０１２インチだけ変化する、請求項２０に
記載の装置。
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